
第 49号議案

損害賠償請求訴訟 に関す る控訴の提起について

上記の議案 を提 出す る。

平 成 26年 (2014年 )3月 28日

提出者 町田市長 石 阪 丈



1

損 害 賠 償 請 求 訴 訟 に 関す る控 訴 の提 起 につ い て

下記 の とお り控 訴 を提 起 す る。

記

訴 訟 当事 者

控 訴 人 東 京 都 町 田市森 野 二 丁 目 2番 22号

町 田市

東 京 都 渋 谷 区恵 比 寿 一 丁 目 28番 1号

あ 彰ヽお い ニ ッセ イ 同和 損 害保 険株 式 会 社

被 控 訴 人

2 訴 訟 の 目的

町 田市 が 、 交 通 事 故 に よ る治 療 費 の うち保 険 者 負 担 分 を国 民健 康 保 険

事 業 で支 払 つ た結 果 、 国民健 康 保 険 法 第 64条 第 1項 に よ り、症 状 固定

後 の継 続 的治 療 に 関す る損 害賠 償 請 求 権 を被 害者 か ら代 位 取 得 した の で 、

損 害保 険 会 社 に賠 償 を求 め る。

3 損 害 賠 償 請 求 額  819万 9675円

(た だ し、被 害 者 の治 療 が継 続 して い るた め 、今 後 請 求 額 が増 え る見 込

み で あ る。)

4 事 件 の概 要

(1)2002年 10月 、町 田市 国 民健 康 保 険被 保 険者 の男 性 (以 下「被

`害
者 」 とい う。)が 運 転 す る車 両 が 、    氏 (以 下 「加 害 者 」 と

い う。)が 運 転 す る車 両 に よ り、 追 突 され 、被 害者 が負 傷 した。

この交 通 事 故 の 治 療 にお い て 、 町 田市 は 、 第 二 者 行 為 に よ る保 険

給 付 を行 つ た結 果 、治 療 費 の うち保 瞼者 負 担 分 (7割 )の 損 害 賠 償

請 求 権 を被 害者 か ら取得 した た め 、加 害者 及 び あい お い損 害 保 険株



式 会 社 に紺 す る上 記 賠 償 金 の支 払 い を求 め て 、平 成 22年 4月 19

日、東 京 地 方裁 判 所 に提 訴 した。

(2)東 京 地 方 裁 判 所 は 、 平成 26年 3月 18日

ア 被 告加 害者 は 、原 告 に対 し、金 819万 9675円 及 び これ に

対 す る訴 状 送 達 の 日の翌 日か ら支 払 済 み ま で 、年 5分 の割 合 に よ

る金 員 を支 払 え。

イ 原 告 の そ の余 の請 求 を棄 却 す る。

との判 決 を言 渡 した 。

(3)し か しな が ら、 上 記 判 決 が 、 町 田市 の請 求 を棄 却 した 点 につ い て

は事 実認 定 及 び 法 解 釈 の誤 りが あ り不 服 で あ るた め(上記 判 決 の取

り消 しを 求 めて 、 直 ち に控 訴 を提 起 す る もの で あ る。




